
●農地を貸したい方
登録できる農地は原則として
下記の条件を満たすことが、必
要です。
○耕作に適する土壌
○境界が明瞭
○公道に接している
○日照・排水が良好
○耕作に必要な面積がある

■申し出をいただいても、状況
によっては、登録できない場合
があります。
■登録後も、借り手が見つかる
までは、ご自身で農地を管理し
てください。

農地情報の提供
　借受希望者に提供する農地
情報
・所在地・地目・面積
・希望賃借料・利用条件

〇農地を借りたい方

農地情報の提供
　借受希望者に提供される農
地情報
・所在地・地目・面積
・希望賃借料・利用条件

△農地の地図等、詳しい情報が
必要な方は、ご相談ください。

△提供された農地情報提を第
三者に行わないようお願いし
ます。

借受の相談
借受を希望する農地がある場
合はご相談下さい。
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登録の際に
　同意いただきたい内容
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